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「かわいそう…、でも…」
「こわい」

「やられる方がわるいんだよ…」
　　　　　　　　　クスクス（嘲笑）

「かかわりたくない」
　「自分がやられたら…」
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2面 いじめ予防やいじめ発見の
　　ための取り組み
　　教育委員コラム Vol.2
3面 自由民権資料館企画展示情報
　　自由民権資料館・生涯学習
　　センター・文学館まつり
4面 わがまち学校たんけん隊！

No.83

STOP！いじめ
NO！いじめ

いじめは人権侵害です
　今回の「まちだの教育」では、いじめ問題を取り上げます。仲間はずし、身体への攻撃、いやがることをする（させる）など・・・いじめは、

人間の尊厳を傷つける重大な人権問題です。「いじめはどこの学校・学級にも起こり得ること」として、日頃から未然防止に努め、いじめ

を認知した場合には速やかに解決を図ることが必要です。

　いじめが人として許されない行為であることを伝えるとともに、お子さんがいじめられていないか、またはいじめる側になっていない

か、各ご家庭でも積極的にいじめ問題を話題にしていただければと思います。また地域でも、いじめが行われている場面を見たことが

ないか等を確認し、地域ぐるみでいじめを未然防止・早期発見できる環境をつくることが大切です。

Ⓐ：いじめられている児童・生徒（主に一人）
Ⓑ：いじめている児童・生徒（複数の場合が多い）
Ⓒ：実際に手出しはしないが、見てはやし立てる児童・生徒
Ⓓ：「かかわりたくない」「仕返しがこわい」などの理由から、

見て見ぬふりをしてしまっている児童・生徒

ⒶⒷ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓑ

○いじめ110番（教育委員会指導課）☎042-724-2867

○教育センター教育相談　　　　　　☎042-792-6548

○東京都いじめ相談ホットライン　　☎03-5800-8288

○東京都教育相談センター　　　　　☎03-5800-8008

○24時間いじめ相談ダイヤル　　　  ☎0570-0-78310

いじめ等についての相談窓口

学校（教師）はもちろんのこと、ご家庭や地域の中でも、子どもたちからのサインをとらえていただきたいと思います。
いじめられている子どもは、なかなか自分から助けを求めることができません。少しでも気付くことがあったら、学校
や教育委員会までご連絡・ご相談下さい。

いじめ発見のポイント
□　あいさつしても返さない。
□　笑顔がなく沈んでいる。
□　ぼんやりとしていることが多い。
□　視線をそらし、合わそうとしない。
□　わざとらしくはしゃいでいる。
□　表情がさえず、ふさぎこんでいる。
□　まわりの様子を気にし、おどおどとしている。
□　感情の起伏が激しい。
□　いつもひとりぼっちである。


